
  基本指数区分説明 細目 指数 区分８ Ａ－１７ Ａ－２６ Ａ－３５ Ａ－４４ Ａ－５７ Ａ－６６ Ａ－７５ Ａ－８４ Ａ－９３ Ａ－10２ Ａ－11１ Ａ－12８ Ｂ－１７ Ｂ－２５ Ｂ－３８ Ｃ７ Ｄ－１６ Ｄ－２５ Ｄ－３４ Ｄ－４３ Ｄ－５７ Ｅ－１６ Ｅ－２５ Ｅ－３４ Ｅ－４３ Ｅ－５９ Ｆ調整指数調整状況 指数 区分３ Ｈ－１２ Ｈ－２２ Ｈ－３２ Ｈ－４１ Ｈ－５１ Ｈ－６１ Ｈ－７１ Ｈ－８２ Ｈ－９２ Ｉ－１２ Ｉ－２１ Ｉ－３３ Ｉ－４２ Ｉ－５１ Ｉ－６１ Ｉ－７

細細目１週４０時間以上１週３５時間以上
内職または１週２０時間未満の就労

居宅外Ａ１
１週２０時間以上入院または常時病臥保育が困難と認められる場合定期的通院（週３日以上）

卒業後就労を目的とした通学ではない場合
希望保育園に以前在園していた待機３ヶ月以上
母子(父子）世帯である
６５歳未満の健康で不就労な祖父母が同居又は近所にいる賃金体制がない
兄弟姉妹が希望保育園に在園している

就労Ａ 居宅や自営などＡ２ １週４０時間以上１週３５時間以上１週３０時間以上１週２５時間以上
１週３０時間以上１週２５時間以上

出産Ｃ
大学や職業訓練校、専門学校など、学業に要する日数及び時間をもとに、Ａ２の細目を準用

介護に要する日数及び時間をもとに、Ａ２の細目を準用

入所希望児童以外に就学前児童が自宅にいる健康で不就労な保育可能な人が同居している
母子(父子）世帯である（祖父母同居）生活保護法による被保護世帯である産休・育休明けによる復職である多子世帯（就学前児が３人以上）待機６ヶ月以上

※１　上記の「入所判定基準」の合計指数の上限は「１０」とします。※２　選考に当たって、上記の「入所判定基準」の指数が並んだ場合は、保育に欠ける程度　　を総合的に判定し、入所承諾の順位を判断します。

家庭状況加算Ｈ
減算Ｉ 入所希望児童以外に幼稚園通園児童が自宅にいる内定、就労予定など

  三浦市保育所入所判定基準

児童福祉法の観点から福祉事務所長が特に保育に欠ける緊急度が高いと判断したときＧ １０ Ｇ
介護Ｄ

疾病・負傷・障害Ｂ
通学Ｅ 災害Ｆ

１週２０時間以上
求職中


